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【第１部】

事業法第27条の3の執行の状況
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3法令遵守の取組み

報告書2021※の指摘事項も踏まえ、電気通信事業法第27条の3や
適合性の原則等の法令遵守のため、以下の取組みを実施

③研修・体制構築等

②評価制度・奨励金等の見直し

①周知・広報の取組み非回線契約者への端末単体販売拒否

非回線契約者への
端末購入サポートプログラムの提供拒否

＜報告書2021の主な指摘事項＞

適合性の原則に反する勧誘

※「競争ルールの検証に関する報告書2021」及び「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」

販売代理店による創意工夫の促進
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概要 対象 実施時期・頻度

定期的な
研修・周
知等の取
組み

研
修

販売代理店研
修

全販売代理店を対象に全スタッフに対して、端末単体販売拒否が厳禁であるこ
と、対照価格や利益提供可能額、利益提供が禁止される条件等を説明する「e
ラーニングによる研修」を実施

キャリアショップ
家電量販店
併売店

20年6月以降、
半期に1回実施

運
用

対照価格等周
知

弊社直営店の機種別販売価格（弊社の対照価格）及び機種別の利益提供
可能額※について、一覧を作成し、周知

※弊社の利益提供額を除いた販売代理店側で利益提供が可能な上限額

キャリアショップ
家電量販店
併売店

19年9月以降、
月次及び施策変
更の都度実施

ガイドライン責
任者設置

販売代理店に事業法第27条の3等の運用に関する「ガイドライン責任者」を設
置して、弊社で「ガイドライン責任者」のリストを管理
「ガイドライン責任者」を中心に事業法第27条の3の規律遵守を推進

キャリアショップ
家電量販店
併売店

20年5月設置
（以降継続）

商談資料改定 端末単体販売拒否が禁止であることを販売代理店向けの商談資料に記載し、
販売代理店と弊社営業社員との商談時に説明する等、端末単体販売拒否が
起こらないよう周知徹底

キャリアショップ
家電量販店
併売店

21年5月以降、
月次及び施策変
更の都度実施

体制・シス
テム整備
等の取組

み

運
用

外部機関等か
らの申告に対
する運用

販売代理店の不適切なご案内等に関する申告が弊社に寄せられた場合、速や
かに営業部門に共有し、当該販売代理店に対して事実確認及び再発防止等
を徹底する運用を実施

キャリアショップ
家電量販店
併売店

19年10月以降

違反防止のシ
ステム対応

事業法第27条の3違反となるような端末値引きの設定を行うとシステムが検知
し、アラートが出る仕組みを店舗のシステムに実装

キャリアショップ
家電量販店
併売店

20年12月実装

店舗監査 auショップ、au Style全店を対象とした店舗監査（従来より実施）において、
監査項目として、「au回線契約以外のお客さまに対して『かえトクプログラム/スマ
ホトクするプログラム申込』『端末単体販売』を拒否してはいけないことを全てのス
タッフが理解し、徹底している。」という項目を新たに設定し、全店チェックを実施

キャリアショップ 21年7月以降、
四半期に1回実
施

＜参考＞法令遵守のための販売代理店への取組み状況
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ヒアリング事項への回答
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ヒアリング事項 回答

• 販売代理店における不適切な対応（非回
線契約者への端末販売拒否、２万円を超
える利益提供（実際に約することのほか、提
示することも含む。）。以下同じ。）が行わ
れた要因として考えられることは何か。

• これまでは全体の知識・意識の向上を図るため、一律で研修、周知等を行っておりました。

• これらの取組みを通じて全体の知識・意識の向上が図られてきているが、販売代理店・スタッフの知識・意識に
濃淡（差）が発生しており、徹底できている販売代理店と、一部徹底できていない販売代理店に分かれてき
ているのではないかと考えております。

• 今後、一律の取組みだけでなく、販売代理店・スタッフの理解度・徹底度に応じた対応を行ってまいります。

• また、弊社お客さまセンターに苦情等の申告が寄せられた場合は営業部門に共有し、速やかに販売代理店、
店舗に対して確認を行ったうえで、即時の是正並びに再発防止を徹底します。

事業法第27条の3の執行の状況（1/3）
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ヒアリング事項 回答

• 販売代理店における不適切な対応を防止
するために既に講じている取組又は講じる予
定の取組は何か（例えば、事業法第27 
条の３の違反を助長する可能性のある手
数料・奨励金体系の見直しの検討・実施な
ど）

• 2021年6月以降の販売代理店の現行評価制度から大容量プランなどの販売契約数に関する指標を削除し
ました。

• 2021年8月末までは、弊社の端末購入サポートプログラムを利用した端末単体での販売時に、端末価格に応
じた奨励金を設定しておりましたが、2021年9月からは、弊社の端末購入サポートプログラムを利用しない一括
等での端末単体販売も含め、全ての端末単体販売に対し、奨励金を設定しました。

• 評価制度の変更等に関する事前予告（通知）について、弊社営業担当が丁寧に説明を行い、販売代理店
との間で十分にコミュニケーションが図られるよう、時間的に余裕をもって行うようにしました。

• 評価制度に関する販売代理店向けの申告窓口を設けることで、ご意見を広く集約の上、弊社の施策に反映
する取組みを行うようにしました。

• 研修、その他の取組みについてはスライド15のとおり。

事業法第27条の3の執行の状況（2/3）

構成員限り
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ヒアリング事項 回答

• 非回線契約者にも端末販売をし、割引を
提供していることについて、どのように周知・
広報・説明を行っているか（端末購入サ
ポートプログラムに関する正確な説明、周知
の徹底に向けた取組を含む）。

• 総合カタログやホームページ、店頭POP等で、端末購入サポートプログラムに関して、ロゴ付近に「回線契約がな
くてもＯＫ」を表示しております。

• 重要事項説明書に「端末購入サポートプログラムは回線契約が無くてもご利用いただけること」を記載し説明を
徹底しております。

• 店頭POP等で、非回線契約者でも適用される割引について「回線契約なしでもＯＫ」を表示しております。

• ご契約者向けWebサイト（My au）の契約情報確認画面において、「au契約ご解約後も特典のご利用
（残債免除）が可能であること」を表示し、また、SMSによる個別周知も実施しております。

• 社会全体の理解度向上のため、メディアに対して改正事業法の趣旨や端末購入プログラムの内容及び当該プ
ログラムが「回線契約が無くても利用可能であること」等を説明しております。また、国民生活センターへ、お客さ
まの認知度向上に向けた弊社の取組状況の説明や意見交換を実施しております。

事業法第27条の3の執行の状況（3/3）




